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―　行革国民会議ニュース―

　構造的不況脱出の道

東京大学教授　神野　直彦

NOTE:ここにご紹介するのは、さる８月１０日に開かれた連邦制研究会（座長　恒松　制治代表）における神野教授の冒頭

報告を事務局でまとめたものです。１９８０年代からの政策が基本的に間違っており、その延長線上の今の減税政策は効果

はないとの指摘には、おおいに傾聴すべきものがあります。ニュースに研究会での報告を載せることはあまりありませんで

したが、あえて教授のお許しを得て掲載することといたしました。なお、研究会では、具体的な提案である自治体による現

物給付とそれを支える税制のあり方について議論を行いましたが、この問題については、また改めて取り上げることにした

いと考えております。

【神野教授　報告要旨】

有了納税人的貢献　才有祖国的輝煌

　私がやっているような古い財政学から見て、今

の減税論がどのように見えるかということを中心

に、租税と財政についての私の考え方をお話させ

ていただきます。

　ここに掲げた中国語の言葉は、先日訪れたウイ

グル自治区でこれが張り巡らされているのを見た

のですが、この意味は「納税者の貢献があればこ

そ、祖国の輝きがある」という意味です。そのほ

かにもいろいろ「中国の租税は人民よりこれを取

りて、人民にこれを用いる」というのもあります。

今、朱鎔基首相が行政改革ということで、仕事は

地方に押しつけながら、財源のほうは地方に与え

ないということをやっていますが、これに対して

ウイグル政府は激怒して、「小馬拉大車」、つま

り大きな車を小さな馬に牽けというようなものだ

と反論しているわけです。仕事ばかり増やし

て・・・というようなことでして、日本と同じよ

うな状態がおきているわけです。

１９８０年代からの政策の誤り

　私の基本的認識は、日本では１９８０年代から

政策を完全に間違えているというものです。

　順を追って申し上げますと、市場の働きを活か

すためにはセーフティネットが必要です。「市場

でやるべき領域」と「協力でやるべき領域」を組

合せるといいかえてもいいですし、市場をセーフ

ティネットで守るといってもいいのですが、いず

れにせよ、セーフティネットをきちっと作ってお

かなければ、市場は働かないと考えています。
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　１９８０年代に至るまで、先進諸国は、主とし

て市場の外側で貨幣給付を行なうというセーフテ

ィネットを張ることによって、戦後のコンセンサ

スを作り上げ、動かしてきました。しかし、市場

の外側で貨幣給付をする場合には、所得再分配を

しなければなりませんが、その所得再分配をする

ためには資本をコントロールできないとだめなの

です。したがって、資本が自由に動いてしまいま

すと、コントロール出来ませんし、所得再配分も

出来なくなります。

　財政学の方で地方政府には所得再分配機能はな

いといっているのは、地方とはオープンシステム

の政府で国境を管理しておらず、資本は自由に出

入りしてしまいますから、所得再分配の機能はな

いというわけです。所得再分配をやろうとすると、

貧しい人たちがワッと入り込んできて、豊かな

人々が外へ出ていってしまう。その外へ出ていっ

てしまう豊かな人々の後をまた貧しい人々が追っ

かけていく。これを追跡効果というのですが、こ

ういったことのために、所得再分配が出来なくな

ってしまう。

こうした各国の所得再配分の前提となってい

たのが、ブレトンウッズ体制だったのです。しか

し、このブレトンウッズ体制が１９７０年代に崩

れて、金融自由化、ユーローダラーなど自由な資

本の動きというものが１９８０年代頃から現実に

見られるようになってきました。こうして、いわ

ゆる市場のボーダレス化とかグローバル化とかい

われているような現象が起きてきたために、中央

政府というか国民国家が張っていたセーフティネ

ットが機能しなくなってしまいました。

こうしたなかで、政府としてやるべきことは、

新たなセーフティネットを張り替えることだった

と私は考えているのですが、現実に行なわれたこ

とは、セーフティネットを張り替えるのではなく、

市場の領域をますます広げることが経済を活性化

し発展させると考えたのです。こうした政策を採

ったことが基本的な間違いであった、というのが

私の考え方です。

アメリカの真似では問題は解決しない

　問題なのは、セーフティネットが張られていな

いから人々は不安になる。したがって、人々は貯

蓄をするという現象が起きるということです。

　現在行われようとしている減税政策、（まだ詳

しく見えていないのですが、一応定率減税をする

ということなのでしょうが、）この減税政策のヒ

ントは、１９８１年のレーガンの経済再建法だっ

たと思うのです。定率減税をやり、キャピタルゲ

イン課税を低めて経済を活性化させるというもの

です。レーガンの財政再建法を模範にして減税を

して、そうすれば経済が活況化するであろうとい

うことが、多分、今回の減税政策の背景だろうと

思うのです。

　ここで考えなければいけないのは、１９８１年

のアメリカはどういう時代だったかというと、消

費漬けの時代だったのです。もう消費が多すぎて

貯蓄が少なくて困ったという社会で、どうにかし

て貯蓄を増やそうとした減税政策だったのです。

ですから、定率減税でもよかった。定率減税とい

うのは高額所得者には有利に働き、貯蓄性向の高

い人々には大きく減税され、低額所得者にはあま

り減税がないということになります。定額減税と

は全く違うわけで、このやり方をとろうとしてい

るのは、おそらくアメリカでこのやり方をやった

からだと思うのです。

しかし、今の日本は状況が全く違うのです。

貯蓄が多すぎて困っていて、どうにか貯蓄を減ら

して消費を増やして経済を活性化しようという時

に、アメリカみたいなやり方をやっては全く逆に

なる。つまりアメリカはとにかく消費を減らすこ

とが先決であった。アメリカは、当時、付加価値

税の導入を検討したり（これは結局流れてしまう

のですけれども）、消費課税をやることによって

消費を抑制し、そして貯蓄を増やす政策をとった。

ところが、日本が今やらなくではいけないのは、

貯蓄を減らして消費を増やす政策です。ここが、

完全にやり間違えているのではないかと思うので

す。

もしも今のままここで減税をすると、先ほど

いいましたようにセーフティネットが日本の場合

は１９８０年代で崩れているんです。ひとつは企

業福祉・終身雇用という体制が不安定になってく

る。それから、もうひとつは変な意味での地域福

祉、つまり公共事業を中心として地方に仕事と資

金を回すことによって、農民とか中小企業者を保

護して高度成長の果実を向こうに回すという仕組

み。このふたつのセーフティネットが崩れたわけ

です。これが崩れて、人々が不安になっているわ

けですから、減税をしてもらっても将来の不安が

あるために、それを消費には回さない。つまり、

新たなセーフティネットが張り替えられていない

わけですから、今のようなやり方では消費に回さ

ないだろうと思います。
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日本は覇権国ではない

　それから、もうひとつ重要な点は、その結果ア

メリカはどうなったのかといいますと、これはみ

なさんがご存じのとおり、財政赤字がものすごく

増え、国際収支がものすごい赤字になってしまっ

た。双子の赤字が激化したというのが、この経済

再建法に基づく減税をやった成果なのです。とこ

ろが、アメリカがそれをどうにか持ちこたえた。

今、アメリカの経済は活況ですが、この経済の活

況と同時にアメリカの国際収支はものすごい赤字

になっているわけです。ものすごい赤字になって、

本来ならばそれでは保たないのになぜそれが可能

かというと、アメリカはやっぱり外貨を輪転機で

刷ることが出来る国家だからなのです。１９８１

年の経済再建法の失敗を耐えられたのはなぜかと

いうと、やっぱりドルを刷ることができたという

ことによって、二つの赤字をどうにか持ちこたえ

ることができたのです。ところが日本にはそうし

た力はないということです。

ですから、日本はアメリカとは覇権国である

ということを過少評価して、アメリカのまねをし

ようとしているのではないかと危惧される訳です。

同じような政策をやったというふうにいわれてい

るイギリスでは、一応税率は下げましたけれども、

一方では課税ベースを広げて税収中立にしていま

すから、決して減税をしたわけではないのです。

イギリスの場合には課税ベースを大きくして、イ

ギリスも貯蓄不足に悩んでいましたので、貯蓄に

向かうような減税にシフトさせて税収は中立的に

するという政策をとったのです。したがって、イ

ギリスはものすごく付加価値税の税率をあげたの

です。ここがアメリカと全く違うということであ

ります。

新たなセイフティネットの張り替えこそが構

造問題の解決策

現在の不況からの脱出のために減税政策を打

つということの背景には、いまの不況が構造的な

不況だということを理解していないことがあるの

ではないか。非常に短期的なインセンティブを与

えることによって、景気からの回復を一生懸命図

ろうとしている。しかし、問題は構造的なもので

すから、構造的な問題とはなにかを解き明かさな

い限りだめだということです。不況を構造的にし

ているものはなにかという議論がされていない。

間違っているかもしれませんが、私どもは、

構造的というのはセーフティネットの張り替えが

行われていないことであると考えています。セー

フティネットを張り替えればきちっとした構造が

出来上がると思います。まだ、ほかの説明がある

のかもしれませんが、ほかの説明をするのであれ

ば、構造的な問題に対して応えなければだめで、

いずれにせよ、短期的なインセンティブをやって

もだめなのではないかと思います。

いままでいったことの繰り返しになりますけ

れども、私たちは「構造的な不況」という場合の

「構造的な問題」というのは、セーフティネット

の張り替えが行われていないからだと考えます。

張り替えが行われていないために、将来に対する

不安が解消されないでいる。将来に対する不安が

解消されないまま減税をしても、これでは景気は

回復しない。しかし、財政赤字はひどくなる。財

政赤字がひどくなれば、またさまざまな公共サー

ビスをダウンサイジングしなければならなくなる。

そうすると、セーフティネットみたいなものがま

すます見えてきませんから、将来が不安になって

ますます財布を締める。締めればますますダウン

サイジングしなければならなくなるという悪循環

に陥るだけだと思います。

地方政府による現物給付

そこで、我々が考えているセーフティネット

とはなにかということになります。これまでのセ

ーフティネットは、租税と現金給付によるセーフ

ティネットでした。１９８０年代になるまではそ

うだったのですが、これを現物給付によるセーフ

ティネットに張り替えるという作業を行うべきで

あると考えます。ところが、現物給付によるセー

フティネットを張れるのは地方政府だけであり、

地方政府が、家族とかコミュニティとかいうイン

フォーマル・セクターやＮＰＯとかＮＧＯとかい

うボランタリー・セクターを活用しながら、市場

がもたらす不安定性とリスクを人々がシェアしあ

うシステムをつくっていくということが、私の分

権論の位置づけであり、それが構造的な不況を乗

り越え、新しいシステムを作ることに結びつくわ

けです。

つまり、単純にいいかえますと、アメリカが

押しつけてくるというわけではありませんけれど

も、市場がもたらす不安定性やリスク、これをシ

ェアしあうシステムは必ず必要で、それがないと

市場は機能しないのです。しかし、それをシェア

しあうシステムとしてのセーフティネットの張り

替えが出来ていない。これをやらない限りは構造
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的な不況からの脱出もあり得ない。それが私ども

の考える分権の意義であり、現在の減税政策もこ

ういう観点から見ると間違いだということになり

ます。

ワークフェア原理による比例所得税の導入

あとは、政策提言にはいるわけですが、我々

が考えているセーフティネットとは、ワークフェ

ア原理に基づく地方税としての比例所得税の導入

です。

ワークフェアというのは、通常、カナダのボ

ードウェイ（R.Boadway）などが使う時には、失

業給付をお金でやらないで労働（例えば介護労

働）してもらって、介護労働してもらったら切符

をその人に渡す。その切符を郵便局にもっていく

と郵便局が支払ってくれる。これをワークフェア

といい、こういうシステムをつくろうという動き

がでているのですが、それにちょっとヒントを得

ております。もともとのワークフェアというのは

労務提供という意味ですから、人々がお互いに共

同作業や相互扶助の労働を提供するかわりに地方

税を支払うというかたちで納税をすればいいので

はないか。そうすれば、地方税というのは比例税

率でいい。つまり、所得再分配ではなくて、地域

社会のセーフティネットを張るために、１ヵ月間

だったら１ヵ月間労働してもらう。介護とか広い

意味での養老とか育児とかのために１ヵ月間だけ

働いてもらう。１ヵ月働いてもらうために１ヵ月

分の所得をあきらめてもらうわけですから、その

代わりとして支払う税は、比例税の所得税でかま

わないはずです。そういう比例的な所得税をみん

なで出し合って、それによって人々が相互に助け

合うセーフティネットを張ればいいのではないか、

というごく単純な議論であります。

ただ、日本の場合は、地方はオープンシステ

ムの政府ですから、所得を分配してもらったひと

のいるところだけで、いまの住民税のような形で

比例税をとると、東京のように昼間人口だけしか

いないようなところでは全然税収があがらない。

したがって、所得が発生した地点、発生した所得

を分配された地点、さらにはそれを支出した地点

のいずれにおいても比例的な税金をかける。つま

り、所得循環の三面等価の三つの局面のすべてに

比例的な税金をかければ、あとで、昼間人口、夜

間人口を考慮して分配し合う必要はなくなるわけ

です。

簡単にいってしまえば所得型の付加価値税み

たいに、支払い賃金と支払い利潤に税金をかける。

利潤、賃金を受け取った時点でも比例的な税金を

かける。支出した時点でも比例的な税金をかけれ

ば、例えば湯沢町みたいな支出活動しかおこなわ

れていないのだけれども、消防車は高いのが必要

だというようなところの一応の需要もまかなえる

はずである。これがこれからの分権的な税制の姿

で、そういった税制を確立すれば、セーフティネ

ットを張りうる基礎ができあがるのではないかと

いうのが、私の考え方です。　　　　　　　■

参院選挙の結果をどうみるか

政策研究大学院大学教授　橋本晃和

NOTE:以下ご紹介するのは、さる８月６日の第１９回定時総会における橋本教授の講演要旨です。

【橋本教授講演要旨】

　私が「民意」ということを言い出しましたのは、

もう１５年前のことです。それまではあまり「民

意」という言葉は定着していなかったのですが、

その後、いつのまにか民意という言葉が定着して

きました。それともうひとつ、「支持政党なし」、

「新・無党派」という言葉も私の造語です。私が

「支持政党なし」を日経新書から出したのは１９

７５年のことですが、それが市民権を得て、今日、



- 5 -

普通の言葉になりました。その時、「今度は

“支持政党あり”というのを書いてくれよ」と

いったのは橋本龍太郎さんでした。その当時はま

だ支持政党を持っていることの方が普通であると

いう認識でしたから。支持政党を持っていないと

いうのは、（無党派というような言葉はまだなか

ったのですから）浮動票扱いで、そんなものは頼

りにならないという認識が多かった時代です。

１　今は戦後民意の第３期

　さて、本題に入りますが、私は今回の日本の有

権者の選択ほど勉強になるというか面白い結果と

いうものはない、と思っております。

　簡単にいいますと、戦後の民意というものは、

ドッジラインが敷かれた１９４９年にスタートし

て形成されてきました。そして、６０年安保とい

うものがひとつのターニングポイントとなって、

この第１期の終わりは１９６９年です。これは共

産主義圏、社会主義圏（もちろんソ連、中国は除

きますが）が軒並み没落して、国内においても社

会党がぐーんと支持を減らしたときです。政党支

持率調査でも、自民党に次いで第２位が「支持政

党なし」ということになったときです。この１９

６９年というのは、政治、経済、社会、芸能界の

現象に至るまで、さまざまな出来事が起こってい

る年なのです。

　この１９６９年から１９８９年までを私は戦後

民意の第２期といっております。この２０年間の

なかでのターニングポイントは１９７６年です。

この年は「支持政党なし」層の政治的立場がいわ

ゆる「革新的立場」から「保守的立場」に重心が

変わっていった年です。

　そのあと、１９８９年からの１～２年は、世界

的に見ても３つの大きな事件が起こった時期です。

ひとつは、１２月にマルタ会談が開かれましたが、

これは冷戦の崩壊の始まりを意味する大きな出来

事です。１９９０年８月にはイラクのクウェート

侵攻が行われました。年末までは湾岸危機といっ

ておりましたが、９１年に入って湾岸戦争となり、

日本のＰＫＯについての態度が問われることにな

り、それまでのユニラテラリズム（一国主義）に

断絶が生じたときです。第３は、日本ではそれま

での右肩上がりの成長が止まり、バブル神話が崩

壊して、それまでのライフスタイル、価値観が大

きく変わり、今日の考え方のスタートが切られた

ときです。こうした３つの要因が、有権者の公共

選択論でいう合理的選択として捉えられるように

なってきたわけです。

　いまはこの第３期にいるわけですが、今回の１

９９８年７月の参議院選挙は、その中でのターニ

ングポイントとなったと考えられます。第３期は、

２０年周期説からいえば、２００９年まで続くわ

けですが、このときになってはじめて、日本はや

っと落ち着いた政党政治の時代になるのではない

か。ただし、そのときの日本が、二流国を甘受し

ているか、不安のない安定した国になっているか、

それはまだなんともいえません。

２　自民党の”選挙の失敗”

　今回の選挙結果は、いずれ自民党として通らな

ければならない道であったことは確かです。利益

誘導型政治が行き詰まることは、時間の問題であ

ったわけです。ただ、まだいいだろう、まだいい

だろうと思って、今回やっと気がついたというこ

とです。しかし、まだ気がついていない人が多い

ことも事実です。

　今回の選挙にあたっても、私は、今や利益誘導

だけではだめですよと申し上げてきたのですが、

自民党の幹部の方々は、口では“その通りだ”

といいながら、低投票率であることを前提として

戦略を立ててしまった。私はそれ以降なにも言い

ませんでした。今回の自民党の敗因の最大の要因

は、基本的な有権者の考え方（私のいう「民

意」）が大きく変容しているのを捉えきっていな

いことに尽きます。これを私は自民党の「戦略の

失敗」と言っています。「支持政党あり」層と同

程度の投票率を誇る、いわゆる「新・無党派」を

ターゲットにしなかったということです。

　次に、第２の「戦術の失敗」があります。過半

数はとれるはずもないのに、とれるとれるとおだ

てられ、６９議席を目標にするのが難しいならば

改選議席１２６の半分の６４ならどうか、６０議

席もいかないなどというのは体裁が悪いから、せ

めて前回の議席数の６１にしようはということで、

目標議席は最後は６１議席ということになりまし

たが、もともとのセッティングが間違っていたわ

けです。

　その証拠に、東京都で２人たてて全滅。埼玉、

神奈川、愛知の３人区で２人たてて全滅。２人区

も１６あるうち、鹿児島と群馬以外は１人しか当

選出来ない。そして２４ある１人区でも１７勝７

敗。自民党が勝ったときは、最高は２２勝２敗な

どというときもありました。この７つの県のなか

には徳島県とか和歌山県など少し例外的なところ

もあります。和歌山県というのは衆議院３人のう

ち２人まで自民党で、最後は小沢さんがそこに１
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週間泊りこんでという戦いまでして勝った。徳島

県はご存じのように三木さんの長女の高橋さんが

いて、それが強かった。残り５県のうち、沖縄は

非常に重要な意味を持っていると思うのですが、

わずか５０００票差で西田さんという保守党系が

負けた。これに勝っていれば１１月の沖縄県知事

選は太田さんは危なかったのです。これの意味す

るところは非常に大きいものがあります。５００

０票の差といっても、２５００プラス１で勝って

いたことになります。その犯人は、私は上原康助

さんにあると思うのですが、そういう微妙な世界

の話は省略いたします。以上のような事を自民党

の“戦術の失敗”と私は呼んだわけです。

　いずれにせよ、こうした結果をマスコミは自民

党惨敗と報じました。しかし、現実は”惨敗”

ではないのです。選挙区と比例区をみてみますと、

選挙区では１０００万票から１７００万票へと７

００万票前回より増えています。シェア、すなわ

ち相対得票率ですけれども、これも２５％から３

０％へと５ポイントも増えています。一方、比例

区ではスプリットボートといって、比例区と選挙

区で一票づつ異なる政党に投票することが行われ

ました。ある新聞社は「異党間投票」などどいう

難しい名前をつけておりますが、これはなにも日

本特有の現象ではありません。しかし、これから

は日本でもスプリットボートの現象は、ますます

衆議院においても参議院においても日常化するの

ではないかと思います。その結果、比例区では自

民党支持は２７％から２５％に、わずかですが２

ポイント落ちています。

　一方、民主党は、日頃の支持率が５％とか７％

とかいっていましたのに、「新・無党派」層を吸

収して１２００万票比例区でとりました。選挙区

では９００万票ですが、これは全部の選挙区に候

補者を立てていませんからこういう結果になった

わけです。一方、共産党は８７０万票とっていま

す。これは大変に注目すべき数字だと思いますが、

これについては、今日はこれ以上触れません。

３　新・無党派の投票行動

　私が日頃からいっている「新・無党派」という

のは、政治的関心はあるけれども、その時その場

で投票するかしないかを決めて、投票するとなっ

たときはじめてどこに入れるかを決める行動をと

ります。これを私は「投票行動の変動相場制」と

いっているのですが、どうもこの「変動相場制」

が理解出来ないメディア、専門家が多いのです。

政党支持を聞いても、「支持政党なし」は３割か

ら４割、だんだん選挙が近づくと６割に増えてき

ます。そして、選挙が終わると、普通は減ってい

きます。それが今回、新しい傾向が生まれました。

選挙が終わったら政党支持が減るのが普通なのに、

民主党という止まり木がみつかったものですから、

そこに止まっている分だけ支持政党なしが４割台

に減っております。減っているということは、自

民党支持の部分が減っていますから、実際はあま

り支持政党なしが減っているわけではない、自民

党支持数が急落したままだということです。しか

し、まさに「変動相場制」ですから、この現象は

あと何ヵ月続くのかわかりません。

　なぜ今回、“予期せぬ結果”、”予期せぬ投

票率”になったかということを考えてみた場合

に、「新・無党派」がぎりぎりまで自分の選択を

決定しなかった。最近ではますます意思決定の回

路が遅くなってきております。マスコミが発表す

るのは選挙の１週間前の調査の、土日にやって火

曜日に速版、水曜日に確定版が出るわけですけれ

ども、水曜日のあと、木金土日と４日あるわけで

す。今回、事後調査をみても、投票日及びその２

日前、１日前に決めた人が、投票した人の３割弱

を占めているという事実が重要です。今後ともこ

ういう傾向が続くかと思います。

　こういうふうに分析していくと、日本の有権者

の行動分析には、日本版の公共選択論が成り立つ

のではないかと思います。私のとりあえずの研究

課題は、輸入版の公共選択論をそのまま踏襲する

のではなく、日本発のオリジナルな公共選択論を

確立することにあります。そういう目からみます

と、今回、勇気づけられる結果になりました。

４　合理的選択の３つの要因

　といいいますのは、私は日本人の投票行動の中

核、合理的選択のメカニズムというのは、ヨーロ

ッパ型、あるいはアメリカ型と基本的に異なると

考えております。つまり、政権交代型の民意体系

をしていないのです。今度新しく選挙制度が衆議

院において改訂されました。一度だけでは判定で

きないので、二度目の結果をみて少し考えたいと

思います。戦後民意の第３期以降、いつも３つの

メカニズムが働いていることが確認できます。第

一は政権党に入れるか入れないか。お上意識とい

う日本人特有の考えで、ともあれ自民党が政権党

だから自民党に投票するというメカニズムです。

安定と継続をあまりにも尊重すると効率が悪くな

るとブキャナンさんやタロックさんという公共選

択論の創立者の先生方もおっしゃっています。つ
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まり、第一のファクターとしては政権党に入れる

か入れないかいうことで、これは政権党であれば

いつかは自民党でなくてもいいということになり

ます。第二は政権党でない政党にどれくらい入れ

るかということ。即ち、第二勢力の政党を日頃は

支持しているわけではないが、政権党にお灸をす

えるという意味で投票する行動です。そして第三

は投票するか棄権するかの意志決定のメカニズム

です。結局、選挙はこの３つの要因の引っ張り合

いで決まります。

　１９８９年以前は、投票率はあまり関係なく、

政権党に入れるか野党に入れるかの二つの関係で

引っ張り合いをしていた。ところが、８９年以降、

投票するかしないかという要因が非常に大きなウ

ェイトを占めるに至ってきました。もっとはっき

りいえば、投票率は９２年の選挙では５０.５

２％、９５年では４４.５２％、今回は５８.３％

です。これは比例区での数字です。ここに今述べ

た３大要因のメカニズムの機能のせめぎあいが読

みとれます。

　例えば９５年の参議院選挙を基準として今回の

９８年の選挙を考えますと、投票率は増えました。

そして、野党の取り分は増えました。自民党の取

り分は比例区では減りました。したがって、比例

区における３つの要因の三角形は、図のように変

わってしまった、こういう変化があります。これ

は、衆議院選挙でも説明できるのですが、おそら

く次の衆議院選挙におきましても、９６年の選挙

と次の選挙を比較すればおそらく同様の傾向がみ

られると思います。ですから、この３つの要因が

ひしめきあって、シェアを取り合うというかたち

になる、これが、私の言う日本版の民意の公共選

択論の基本的フレームワークです。

　こうして選挙で敗北を喫したあと、それに懲り

ずに国民的人気投票ビリの小渕さんが首相になり

ましたものですから大変です。この９月以降、２

つの波乱要因が考えられます。

　ひとつは、小渕さんであってもなくても持たな

い不可抗力、つまり不良債権の問題があります。

もうひとつは、宮沢さんの大蔵大臣の話ですけれ

ども、私は宮沢さんの今捉えているやり方に反対

なんです。まず最初に不良債権の処理をやるべき

であって、定率減税を前面に出すというかたちで

悠長なことをやっている時間的猶予はないという

のが私の見解です。さらにソフトランディングこ

そ玄人のやり方だとうそぶいていることです。も

はやハードランディングは避けられないと考えま

す。それはともかくとして、一般大衆は小渕さん

がなぜ首相になったのかわからないといいますけ

れども、プロになる方ほど小渕さんでもいいじゃ

ないかという意見もあります。結局、小渕さんが

どうのこうのという要素は、私はあまり大きな問

題ではないと思っています。

　ちょっと前後して橋本龍太郎さんのときの話に

戻りますけれども、橋本さんが１０チャンネルの

番組に選挙の１週間前にでて、「おれは恒久的減

税といって、恒久減税とはいっていない」といっ

たことがあって、そのことが原因で自民党が負け

たなどというまことしやかな説明が一部学者やメ

ディアでなされたことがありました。事後調査で、

そういうことが大きく影響したかどうかというこ

とを朝日や読売でみますと、そういうことはほと

んど影響していないという結果が出ていました。

私は全くそのとおりであって、政策的ないろんな

ジグザクが直接、今回の自民党敗北の原因とは考

えられません。

　第３の“選挙の失敗”は、先ほど言ったよう

に“戦略の失敗”、“戦術の失敗”に続い

て　”広報の失敗”というのがあります。ひと

ことでいえば、“広報の失敗”というのは、大

都会というものを全く無

視していたことです。き

ょうご出席の方で、東京、

埼玉、神奈川の方で、自

民党のチラシが入った方

はいらっしゃいますか？

いらっしゃらないはずな

んです。全部これはパス

した（配付しなかった）

のです。今回これがはじ

めてです。それで、２人

も立候補させたのですか

ら、ずうずうしいとしか

いいようがありません。

有権者の合理的選択の３つの要因

92 年→95 年 95→98 年

政権党 政権党

野党 野党 投票率
投票率



- 8 -

５　これからの政党の帰趨

　これから、投票率は反転現象で再び元に戻って

くるでしょうけれども、各党の得票率というのは

非常に変化の激しい時代に入っていくと思います。

ヨーロッパ各国では、特に小党分立が激しい国ほ

ど各党の得票率の変動率が高くなる傾向がありま

す。私は、これがやがて二大政党制になっていく

ということではないと思うし、また、それが二大

政党制が望ましいとは思わないという考え方のひ

とりですけれども、いずれにしてもやがて少しづ

つ収斂していく方向になっていく。これはまだ、

先ほど第３期は２００９年までと私が言った以上、

まだまだ時間がかかるわけです。民主党が今解散

に持ち込めば、そのバーチャルな力で第１党にな

る可能性があります。しかし現実にそういうこと

が出来るかというと、難しい。むしろ、さきほど

も申し上げたように、小渕さん自身が、あるいは

自民党政権自身が、不可抗力の海外その他の問題

が起こって、ガラガラポンで、解散総選挙を自ら

するという、早期解散ならばそういう確率のほう

が多いと私は考えています。

　こういう状態は、自民党にとってもさることな

がら、民主党にとっても非常にいいのです。巷間

噂されている亀裂が、今回のバーチャル現象によ

って一時的でも回避されたということです。遠く

から見る富士山はきれいだといいますが、民主党

は今そういう状況なんですね。これがいつまで続

くか。だんだん政権が近づいて、切った張ったい

うお金の問題とか、外交の問題とか出てくると大

変です。民主党は外交に関しては内部は全くばら

ばらです。政権が近づくと、まず外交面の弱さが

ばれてくる。いまは一致していないどころか、い

くらやっても議論が集約されないという話を聞い

ております。それだけでなくて、金融政策プラン

も、政権に近づく、あるいは政権をとった場合に

は、今のような、国民が遠くで見て美しいことば

かりいっていられなくなる。その時に民主党がど

ういうかたち、どういう対策、行為をとるか、こ

れも政党の合理的選択を考える場合、非常に面白

い材料を提供してくれるのではないかと思ってい

ます。

　もうひとつ、平等を期すために共産党にも触れ

ておきますが、共産党はみなさんもおっしゃるよ

うに第三極の流れで、９０年以降増えてきました

が、これはまだまだ増えます。共産党という政党

と民主党という政党は、同じこの三角形でも、こ

の台のところが分立しているんです。それは、例

えば具体的に今度の政策、公約を見ればはっきり

しています。自民党と民主党は消費税５％、共産

党は３％に戻すというものでした（本来はゼロら

しいんですけれども）。これについては、９６年

の総選挙で、もう民意のシミュレーションは終わ

っているのです。どういうことかと申しますと、

３％を新進党が掲げて負けました。５％を掲げた

自民党が善戦をしました。３％を掲げた政党で支

持を拡張したのは共産党だけなのです。で、今回

も同じなのです。今でも覚えているのですが、９

６年総選挙が終わった時に海部元首相が、世論調

査をしたら６７％、３人に２人は消費税アップに

賛成できかねると答えているのに、なんでこんな

結果がでるのかと嘆いてみせました。反対といっ

ている人ほど棄権する人が圧倒的に多いというこ

とを知らなかったのです。投票する人の多くは共

産党に入れているのです。新進党にももちろん票

は流れていますが。それは、新進党の今日の敗北

のはじまりの原因です。今回も社民党はあわてて

５％に戻しましたけれども、時すでに遅かったと

いうか、そういうこととは関係ないほど弱体化し

ていただけのことです。

　そういう意味で、共産党へは、簡単にいえば無

責任な人たちが流れていきます。要するに、受益

と負担の関係についてはある程度責任を持たなけ

ればいけないと考えている人たちが、自民党と、

共産党を除く野党にわかれています。ところが共

産党にいる人は大きな政府志向とよくいわれます

が、負担ということについてはごまかしているん

ですね。ですから、伸びはある一定のところで止

まりますけれども、衆議院選挙でも比例区では全

部候補者を擁立するわけですから、今回が８００

万票（９６年はまだそこまでいかなかった）です

から、次もやはり８００万票くらいいくのではな

いかと考えています。

　こう考えてきますと、次の衆議院選挙はふたつ

のケースに分かれると思います。年内に小渕政権

が行き詰まって短命で終わった場合と、意外とこ

れが保つ場合も否定できないわけで、保った場合

には意外と自民党と民主党が互角の勝負をする。

保たなかった短期の場合は、民主党が第１党にな

るという可能性がある。

　今回の参議院選挙で戦術上の失敗がない場合、

具体的にいいますと、２人たてないで１人たてた

場合はあと５人当選しています。１人区でもあと

１人、２人当選しているでしょうから、だいたい

５０人ぐらいになります。まあまあ自民党という

よりも、今日の公共選択論でいう”制度という

ものの支配下”のなかで投票すれば、自民党の

実力は参議院では５０プラスマイナス２～３なの
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です。だから、別に驚くべきことではないのです。

ですから、今後とも参議院選挙制度のもとでは過

半数はとれないと思います。と同様に衆議院にお

いても、私は小選挙区比例代表並立制というなか

では、同じ傾向ではないかと考えております。

　問題は、この秋に備えて金融再建にどういう対

応をするか。アメリカもこの秋以降きっと危なく

なってくる。そうするとますます日本のアジアに

対する責任論が火を噴いて、非常に危なっかしい

状況に陥ってくるということで、私は小渕政権が

どうのこうというよりも、むしろそちらの方を心

配しています。

　今回の選挙は、長期的にはやがてくるであろう

と覚悟してきたことを今回自民党が経験したとい

うことです。したがって、９８年の参議院選挙は、

戦後の第三期のなかでの折り返し点という位置づ

けが、時間が経つとともにはっきりしてくるので

はないかという感じを強くもっています。

【質疑応答】

　以下は、会場に回した質問票についての回答です。

質問１　民意は科学的に測りうるか？　科学的と

は、いつでもどこでも使える尺度を想定すること

が可能という意味である。

橋本　結論からいうと、民意の公共選択論という

ものを自立させたいと思っているわけですから、

社会科学的という意味では私は測りうると考えて

います。市場の機能が働かない非市場の測定をど

うするかということが公共選択論の原点であると

するならば、民意というものもそういうなかのひ

とつのファクター、有権者というプレーヤーとし

て想定するということで、私はこれからの課題と

いう意味でいわせていただければ、測り得るよう

な方向を考えています。

質問２　投票・選挙結果とは、どの程度民意であ

るのか？

橋本　いかなる選挙結果も、私は民意の反映と考

えております。投票率が低いのも高いのも民意の

反映と考えております。７９年、８０年、８３年

連続して３回こういう現象がありました。野党の

得票率は相対的に変わらないが、自民党の得票率

と棄権率を足したら、常に３回連続して６７％プ

ラスマイナス１％に収まった時期がありました。

有権者は、自民党にお灸をすえたい時には棄権し、

危なくなったらやっぱり野党に任せられないから

といって、（これは５５年体制下の話ですけれど

も、）また自民党に入れる。こういう時期があり

ました。しかし今は、先ほどご説明したようなト

ライアングルな（三角形の）関係で、低投票率だ

と決め込んで次の投票率もそうだと考えるのは科

学的な判断ではない。たまたま９２年、９５年

が”お休み”だった。この”お休み”をひとつ

の変数として入れておかなければいけないという

のが、この考え方です。

　ところが、あるメディアなどは、棄権するのも

当然だ、今の政治が悪いからだといって棄権を是

認しました。そこで、私は５月２４日の読売新聞

に「投票で政治は変わる」ということを書きまし

た。そのなかで、暗に棄権することを認めるよう

な考え方はおかしいということを書いたわけです。

　今回の投票率アップで自治省も喜んでおりまし

たけれども、自治省が貢献したことは、８時まで

投票時間を延ばしたことよりも、不在者投票の制

限を緩和したことです。それによって大きく投票

者が増えたということは、功績が大であると思い

ます。が、しかし、もっと基本的には、１票とい

う変動要因の基礎単位について、今まで無意味だ

と思っていた人が、そこまで言うならば１票入れ

てみようということになった。入れたとたんに、

「投票で政治は変わる！　本当だ！」と実感した

わけです。そして、いままでと考えていたのとは

違う政権、総裁ができるかもしれないというかた

ちで、バーチャルですが、民主党の支持率が高支

持率で残ったわけです。これもいつまで続くかわ

かりません。

質問３　投票を何らかのかたちで強制するという

考え方があるが、それによって民意はどう変わる

か？

橋本　そろそろ罰金制度をということを、まだ投

票率が低いときにあるメディアが書いておりまし
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たけれども、私は全く罰金制度は反対です。

　もっと厳しい制裁を加えるところもあれば、あ

るいはロシアのように５０％を超えるまで、じっ

と投票日を延ばして待っているというような国も

ありますけれども、罰金というようなことは議会

制民主主義の中で発動する手段ではないと思いま

すから、それによって民意がどう変わるかといわ

れても、私はそうした前提を反対しておりますの

で、答えられません。

質問４　日本ではまだ民意の集約と民意の反映へ

との関係の論議が尽くされていないように思われ

るが。

橋本　まさにそのとおりです。民意の集約と民意

の反映というアンビバレントなことを両立させよ

うということで、選挙制度論議がずいぶん行われ

てきているわけですけれども、具体的にいうと、

今の小選挙区比例代表並立制というのは、比例代

表部分を２００入れたことによって民意の反映を

４割重視している。小選挙区３００入れたことに

よって、６割集約に重点をおいたということがい

えます。６：４の構えでやっているわけですが、

これが７：３の方がいいのか、あるいは５：５の

方がいいのかという議論はあろうかと思います。

また、それより前に、トータルな数、小泉純一郎

さんのような極端なことをいわなくとも、５００

の議席数を４００に減らす、参議院も減らすとい

う方向を我々が提言しても、決めるのは国会議員

さんですから、これも袋小路に入って非常に難し

くなります。議会制民主主義はご存じのように民

意の集約と民意の反映との関係のバランズをどう

とっていくかに尽きるわけですけれども、今の新

しい選挙制度で最低もう１回か２回はやってみる

べき、というのが私の見解です。

質問５　民主党を中心とした野党議員の結集はう

まくいくか？　細川連立政権の経験は活かされる

か。

橋本　細川連立政権というのは殿様政権だったも

のですから、あまり参考にならないのです（笑）。

　民主党を中心とする野党陣営の結集は、（今回

の首班選挙で共産党が初めて菅さんという名前を

書いたということは新しい出来事で、共産党の深

慮遠望が見え見えなのですが、）それでもなおか

つ私はうまくいかないと考えています。次の総選

挙までうまくいくというのは、最大一番長い時期

でしょうけれども、それ以前の具体的な問題の採

決では、ケースバイケースで、自民党の方は、要

するに参議院のことを考えて、この問題は民主党

と手を組む、この問題は公明と手を組むとやって

くるでしょう。ただし、相手を変えてやっていこ

うというやり方は、あまり国民受けしない方法で

す。

　自社さ政権が非難されても、自社さ政権という

ことで最後まで貫き通したというところが評価さ

れるべきであって、私は自社さ政権というのは５

５年体制の終わりの始まりであって、まだ最終の

幕は引かれていないという考え方をとっています。

しかし、自社さ政権がなぜ保ったかというと、自

民党と社会党というのはもはや、８９年から９０

年に至る３大民意の変動要因を経過した後は、基

本的に対立するイデオロギーなり理念が喪失して

しまったことに尽きるのです。お互いが既存利益

を守るということについては共通するということ

がある。で、そのなかで、プラスの歴史的な役割

も果たしているということで、私は自社さを評価

する側にずっと立っています。これも異論がある

方がいらっしゃると思います。

　ですから、このときは民主党、このときは公明

党というかたちで、どこまで現在の自民党が引っ

張れるかということについては、民意の方があま

り評価をしないだろうと思います。

質問６　現在の民意の集約は表面的であり、メデ

ィア優先的でないのか？　また、民意が集約され

たとして、その実行部隊はどこにあるのか。政治

家は気づいていないといっているが、無視してい

るだけではないか。国民が知っているのに気がつ

いていないはずがない。それとも、馬鹿が政治家

になっているのか。

橋本　最初の質問ですが、表面的であるというの

は、表面的でない民意というものをどう捉えるか

ということです。私のいう社会科学としての民意

の公共選択論の課題です。それを、メディアが優

先権を持っているものですから、ご指摘のような

現象が起こっているわけです。　その実行部隊が

どこにあるのかというのですが、これはいまのと

ころ実行部隊は党三役で、政にあるのか官にある

のかという問題も入ってくるのでしょうが、だん

だん官から政へ比重が移されているように今のと

ころ見えます。しかし、それに助言をするのも官

である限り、あるいは民に独立した権限が与えら

れない限り、その実行部隊はどこと言われれば、

現在の政権では、あるいは政権党では、今のとこ

ろ自民党、要するに政権党の主流派といわれる人
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たちです。例えば、今回の内閣で言えば野中さん

という中核の人がいて、それの補佐官的なものが

そのまま残っています。そういうことだと思いま

す。

　政治家は気がついています。特に若手、都市部

出身の政治家はほとんど気づいています。ですか

ら、都市部の政党を作ろうという動きがあるんで

すが、なかなか二の足を踏んでいます。彼らは非

常に危機意識をもっています。これをフォローし

ないと次の総選挙あたりで自民党が分裂する可能

性が強まることになります。

質問７　民意の形成にマスコミの選挙予測のアナ

ウンスメント効果はどの程度か？　また、政治報

道のワイドショー化の功罪について、どう考える

べきか。

橋本　後半については、今日ご出席の草野さんに

お答えいただきたい・・・（笑）。

　アナウンスメント効果については、永年いろい

ろいわれています。政治を知らない選挙学者が事

後解説していますが、アメリカ輸入の政治学を信

奉している先生が多くて、私はこういうことは、

輸入学問の言葉でなくて日本語でいえるのではな

いかと思っています。日本語だって、例えば勝ち

馬に乗るとかいう言葉があります。しかし、勝ち

馬に乗る人ばかりかというとそうではないのが国

政選挙の特徴で、これはやはり日本人もそう捨て

たものじゃないというようなことを最近感じてい

ます。

　しかし、ムラ社会的なものが残っている選挙区

というのはまだ全国に数多くあります。そういう

ところではアナウンスメント効果というのは非常

に強いですね。負けたら村八分という言葉もある

ようですが、小さな村へいくと、だれがどっちに

入れたかというのはすべてわかるという老人がい

らっしゃるようです。そういうところが減ってき

たとはいえども、未だに健在であるところもある

というのも事実です。今も、投票率が常に９５％

を割ったことがないという村もあります。

草野（慶大教授）　私も当事者の一員ですからあ

まり大きなことはいえないのですが、ワイドショ

ー化もそうですが、一番大きなことはテレビメデ

ィアの限界と効用ということなんですね。これだ

けの難しい社会で、複雑多岐にわたる問題を、一

定時間内で視聴者に分かり易く説明するというの

は非常に難しいということです。今回の金融再生

トータルプランにしても、もちろん不良債権の問

題を含めてですけれども、これは専門家にもわか

らない。大蔵省にもわからない。仕方がなくて民

間の金融機関に知恵を授かりながら、ああいう計

画をつくったという。それを考えるだけで、いか

に難しいかということがわかるわけです。

　それから、今いったことと重なりますが、テレ

ビメディアは時間が制約されていて、その中でき

ちっと説明するという条件があります。と同時に、

映像を使いますので非常にインパクトは強い。物

事を単純化する。で、時間の制約があるために、

また単純化しなければいけないという限界があり

ます。

　それから、第三番目に、注意しなければいけな

いのは、それがあるために、作り手の方が操作を

することが非常に容易である、物事を単純化する

という意味で。だから、僕は田原さんを基本的に

支持していますけれども、田原さんは時々彼なり

のシナリオに沿ってディスカッションをまとめて

いくというところがあります。それがひとつの大

きな問題点であるかも知れません。

　第四番目に注意しなければいけないのは、プレ

イバックがきかないということです。新聞ですと、

記事を何回も読み返して、これちょっとおかしい

というように疑問を持つことができるんですけれ

ども、テレビの場合は、よほどの場合でないと、

録画しておいて後でということはない。その反面、

与える印象が非常に強いものですから、これは注

意しなければいけない。

　そういう点で、テレビ番組のなかで、この複雑

な社会現象をうまく分かり易く説明している番組

を一つおすすめしたいんです。是非ごらんいただ

きたいですが、日曜日の朝の８時からの「こども

ニュース」ですが、これは、お年寄りから子供ま

で、今非常に隠れた人気番組になっています。不

良債権問題もあれを見るとたちまちわかるという

ことで、絶対に見ていただきたいと思います。

橋本　今の関連で、例えば恒久減税という意味を

正しく理解している人は本当に少ないのです。そ

ういうことにはっと気がついて、私の研究室で、

６月に、恒久減税とはどういう意味か次の中から

選んでくださいという調査をしました。その答と

して、①として、特別減税をこれからもずっと

続けることである。②は、本来のきちっとした

恒久減税の意味を書いて、③　わからない、と

書いて選択してもらいました。一番多かったのは、

わからないというもので、４割強ありました。３

割は特別減税がこれからも続くことだという答で

した。これが恒久減税だと思っているのです。続



- 12 -

いてやっと正しい理解がでてきました（選挙後の

調査で、同様の質問結果はかなり正解度が高くな

った）。

　国民の非常に多数の方は恒久減税の意味がわか

らない。ましてや、恒久的減税と恒久減税の差な

どわかるはずがない。ですから、それで自民党が

負けたなどと解説するセンスはどういう神経かと

疑いたくなります。ですから、そういうことで、

まさにプレイバックできないということの強さと

弱さが併存しているんですね。ですから、今回テ

レビの影響というよりもメディアの影響は、だん

だん有権者の選択基準から比重が低くなってきた

と考えています。これも９０年代以降の新しい民

意の表現の特徴なんです。意外と自分の肌感覚、

皮膚感覚で判断しているのです。

質問８　今回の投票率上昇の原因はなにか？　投

票率上昇は一過性のものと考えていいのか。

橋本　きょうの私の話に回答が出ていたと思うの

ですけれども、もう一度おこたえさせていただく

と、確かに投票にいきましょうというキャンペー

ンは、食欲のない時の梅干のような役割をしたけ

れども、これはもっと根本的に現代の有権者に、

これ以上我慢できないというような気分が蔓延し

てきたことが大きいと思います。初めて人間が人

間らしく行為を行う、選択をする、ということが

どういうことか、一般大衆の人ほどわかってきた

のです。

　あまりにも利害関係ばかりに目を奪われている

と、今回の自民党はまだいいほうなのですけれど

も、政党の没落という究極の姿がでてくる。今回

の新しい特徴のひとつは無所属立候補者で、選挙

区で票数が２１％を占めている。自民党に次ぐ第

２位なのです。今までは、相乗りはけしからんと

いうことで、今までの民意では相乗りの候補者は

票を稼げなかったのです。マスコミ、メディアが

だれも指摘していないのですが、これが１０００

万票を遙かに超える票をとったということは、今

度もたとえ小選挙区といえども、その意味すると

ころは大きいと思います。

草野　もう我慢できないという一般有権者の声が

強くて、投票率がアップしたというお話なのです

けれども、それをなぜ専門家あるいは大手のメデ

ィアが１５％弱のアップを予想できなかったのか。

例えば熊本の補選が最後だったと思いますが、補

選がいくつかあって、全部投票率が低かった。全

部自民党が勝った。こういうようなことを前提に

して、今回の参議院選挙を予測したのでしょうけ

れども、それが１週間ほどでがらっと変わってし

まった。非常に短期間で、最後の３日間位で投票

行動を決める、政党支持を決めるということはわ

かったのですけれども、投票に行くかどうかとい

うことを決めるのもやっぱり１週間位前というこ

とになると、その投票の１週間前になにがあった

のかということになると、もう我慢できないとい

うことが投票の１週間前に急に起きたわけではな

いと思うんです。１５％アップというのはなんな

のか。どれも説得力をもって説明していないので

はないかと思う。ある人は、自民党のテレビメデ

ィアを使ったキャンペーンが一見良さそうで、き

わめてマイナスであった。プラス指向といってい

るのはなにさまのつもりだ、という印象を与えた

という説明をしていた人がいます。私は何となく、

それが説得力を持っているような気がするんです

が。

橋本　私もそういう広報の失敗が大きかったと思

います。なにがプラス指向ですか！しかし、ご指

摘されるような大幅アップの原因の第一が自民党

のキャンペーンであるというのは賛成できません。

また、私の今日の説明ではまだ説得力がないとい

うのは、私の説明の内容が説得力をもっていない

のではなくて、私の説明の仕方が説得的でなかっ

たということでしょう。

　６月末に調査をするまでは、実は私も投票率は

前回より低いものだと思っていました。ところが、

３年前の調査よりも非常に高くなるとの結果にな

ったのです。前回に比べて１０ポイント上がるぞ、

これはおかしいなと思いました。

　時々、世論調査をやっていると、コンピュータ

がまちがっているのではないかと思うことがいろ

いろあります。例えばこの春先、あなたは楽観的

ですか、悲観的ですかと聞いた調査があります。

いろいろと政治のこと、経済のこと、将来のこと

を聞きますと、悲観論者が国民の８割近くを占め

ています。ところがあなた個人についてどう思い

ますかということを聞きますと、自分のことにつ

いては７割は楽観的なのです。非常に不思議なん

です。これは逆じゃないかと思ってチェックし直

したのですが、本当だったのです。あるテレビメ

ディアが、私のいっていることを確認しようとし

てやったのですが、ほとんど同じ結果が出ました。

ここに今の日本人についての非常に重要な問題点

が隠されています。楽観的と思っている人の方が、

実は投票に行っているのです。悲観的な人は投票

には行っていないのです。
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　同じように、必ず投票に行くという人がどれぐ

らい投票に行くか。それから、その時になってみ

ないとわからないという人が、実は解明が非常に

難しいんです。必ず投票にいくというのがだいた

い５０％台、うちの調査で５２～３％です。この

人たちがすべて１００％投票に行くとは限らない

のですね。これは、メディアで最大公約数をとる

と５２～３％になったみたいですけれども、問題

はその時になってみないとわからないという人た

ちです。私のいう、即時的、即場的という観念の

なかで、時間がだんだん近づいていく中で、その

時、その場で決める人を絶対軽蔑すべきでないと

いうことを私は考えています。これからも、そう

いうような合理選択がでてくる傾向は変わらない。

したがって投票率は一応底を打ったと考えていま

す。したがって、投票率アップの最大の理由は日

本人の行動パターンが根本から大きく変質しつつ

あることです。このことを理解できるようになる

には、次の総選挙を待つよりないと考えます。

質問９　今回の参議院選挙の結果は利益誘導型の

政治が国民主権者に支持されなくなったというこ

との現れと考える。したがって、利益誘導をその

基盤としてきた自民党は余程の大変革をしない限

り、その存在が困難になってくると思われる。そ

こで５５年体制が完全に終焉すると考えれば、民

意はどのような政党再編を望んでいると考える

か？

橋本　簡単にいえば利益誘導型の行き詰まり、利

権政治の行き詰まりというものの認識が、自民党

がどこまでできるかということです。ゼネコンが

これだけ不況になって、ゼネコンに頼っては選挙

はできない。あるいは郵政改革も公社化の方向に

歩んだ以上、後戻り出来ず、やがて民営化せざる

を得ないのだと私は考えます。これを民主党が取

って代わって本気で実行出来れば、政権交代型の

政党システムができていくと思います。

　ですから、民意がどのような政党を最後に望ん

でいるかというと、それはもちろん政権交代型で

すけれども、実は交代型の民意関係にまだなって

いないということは、選挙民がうすうす感づいて

います。今、私はこれを民意の「配分型体系」と

いっています。「交代型の体系」になるには、自

民党がもう一回分裂し、民主党もどうなるかわか

りませんけれども、まだ少し時間がかかる。しか

し、折り返し点を今回踏んだことは確かだろうと

思います。　　　　　　　　　　　　　　　■

　課題先送りの中央省庁再編（下）
　　　　―　国会議事録の点検　―

NOTE:ニュースの６月号で、この稿の（上）を載せたが、その続きを書く間に橋本内閣は小渕内閣に交代し、閣僚もすべて

入れ替わってしまった。果たして前任者の国会での答弁が今の内閣をどこまで拘束するのかわからないが、しかし、８月の

所信表明演説で小渕首相は中央省庁再編については予定通り来年４月に関係法案を提出すると述べているのであるから、多

分、継続性はあるのだろう。いささか気の抜けたビールのような作業になってしまったが、しかし、これからの作業を監視

するためにも、前回触れられなかった問題点について点検しておきたいと思う。また、最近、作業基準などについて新たな

報道が行われているが、それらについてはまた別の機会にまとめて点検することとし、ここでは原則として国会議事録の範

囲での作業としたい。なお、文中 4.20 衆特などとあるのは、４月２０日の衆院行革特別委員会、参特とあるのは参院行財

政改革・税制特別委員会の略である。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（事務局）

内閣官房と内閣府

　各省間の総合調整を図る機関として、内閣官房、

内閣府が置かれ、また府省間の政策調整という規

定もあるが、どのような行政課題がどの類型の調

整の対象となるのか、との質問に対して、「内閣

官房は高度な政府全体の課題。内閣府は官房を助

け、全政府的課題の具体化、言葉を変えれば、各

省間に幅広く関係する課題であり、各省間の政策

調整はその行政目的に実現の観点からの横断的調

整ということになるが、具体的にいかなる課題が

どれに属するかを画一的、形式的に定めることは

困難である」と小里総務庁長官は答弁した（４．

２８衆特）。また、総合調整という言葉は内閣官

房及び内閣府に限って用いており、対等な立場で

の各省間の調整とは異なるとの説明も小里長官か

らあった（6.5 参特）。実際は、この小里長官の
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説明とは違って、総務省の機能についても「政府

全体を通ずる人事計画などの企画立案及び総合調

整」という文言が使われている（１７条）が、こ

れも総務省が各省より一段上の立場から調整して

総理大臣を補佐することを示していることになる。

　内閣府の任務として、経済財政政策、総合科学

技術、防災、男女共同参画の４つが特記されてい

るが、この理由はなにか。例えば、少子高齢化対

策はなぜないのか、という質問に対し、これは行

革会議の論議を踏まえたもので、これ以外にも内

閣府の調整課題としてありうるし、どういうもの

があるかは今後具体的に検討しなければならない、

という坂野政府委員の答弁があった（4.28 衆

特）。さらに、ほかの３つは総理大臣を長とする

会議が設けられるのに、なぜ、男女共同参画会議

だけは官房長官が長なのか。軽く考えているのか

との質問に対し、男女共同参画問題については、

総理を本部長とする推進本部が設けられており、

それを補佐する機関としての会議は官房長官を長

とすることとした、と橋本首相は答弁した（6.8

参特）が、なにか少し割切れない説明ではある。

　また、予算編成に関しては、「基本方針を定め

るのは政党政治であるから、当然、与党の意見も

反映するが、相当部分が行政府内部における論議

の中からその基本方針に影響を与える部分がでて

くるのが現状である。しかし、経済財政諮問会議

を内閣府に設けることによって、学識経験者、民

間の方々が閣僚と同等の立場で論議することにな

るから、おのずとそこには従来とは異質なものが

でてくる。同時に、実務についても見守っていく

ので、実態上は大変大きな違いをもってくる。そ

の上で、実務的な編成作業そのものまで内閣府が

受持たなければならないとは考えていない」との

答弁を橋本首相は行っている（4.28衆特）

　基本法では、内閣官房や内閣府では行政組織の

内外から人材を登用するとあるが、村岡官房長官

は、その具体化については今後検討する（4.28

衆特）と答弁したが、橋本首相は６月２日の参特

で、内閣官房のポリティカル・アポインティにつ

いて、終身雇用がなお定着している状況において

は、一定の限界がある。したがって、慎重にこの

制度は運用すべきであるとの答弁を行った。

　なお、「各省間の調整をすべて内閣官房にもっ

てこられては内閣官房の機能が麻痺するので、各

省がそれぞれの行政目的の遂行に必要な範囲にお

いては他省との調整を積極的に行うべし、その仕

組みを今後作ると言うことで、基本法にも各省間

の調整システムの規定を置いている。現在のいわ

ゆる総合調整官庁が行っている機能の一部は、こ

うした各省間の調整機能に吸収されるが、なお残

るものについては内閣官房あるいは内閣府にその

機能が移される」との説明を坂野政府委員は行っ

ている（5.7衆特）。

国土交通省

　「１府２１省あった役所を半分にして大くくり

した、その結果、大変巨大な役所ができた、こう

いうことで本当に問題がないかという懸念が出て

くるのは当然だ」というのは、４月２０日に衆院

特別委員会で審議が始まった時の与党議員からの

冒頭質問であるが、以来、国土交通省、労働福祉

省、総務省などの省の権限、人員、予算などが巨

大すぎるのではないかとの指摘・質問は、何度も

繰り返された。

　巨大官庁であるとの批判は国土交通省に向けら

れたものが多いが、これに対する答弁は、時間の

経過とともに変化した。４月２０日の衆院特別委

における答弁では、橋本首相は「本省が持つ機能、

これは企画立案というものを重点にする。そして、

ここが実施するものも、本当に全国的な視野を持

って、相当幅広い仕事、大きな仕事に限定をし、

あるいはそれに関連する部分で直接行う仕事は切

ってしまう。そして、それぞれのブロックに実質

的な予算、これは執行までを含めて集約する」と

述べており、５月７日の衆特においても、小里長

官はこの橋本首相の答弁内容を繰り返している。

ここでは、もっぱら本省と出先との分担しか念頭

になく、出先に仕事を下ろすことによって巨大官

庁の批判をかわせると考えていたようである。し

かし、出先機関に権限を下ろしたところで、その

最終的責任は大臣が負うことには変りはないし、

逆に、大臣が責任を負わないとすれば大問題だと

の指摘（4.22 衆特）もあり、また、地方分権に

関する質問も繰り返し何度も行われたこともあっ

て答弁は次第に変化し、審議の最終段階である６

月５日の参議院特別委員会において、橋本首相は、

「公共事業につきましては、まず国と地方の役割

分担を徹底して見直す。同時にその上で、さらに

その事業の決定及び執行に関する本省の権限を地

方支分部局へ移譲する。そして、事業の決定過程

の透明化、評価の適正化などの見直しを図ること

によって、非効率でありましたり効果に疑問があ

る事業が不透明、裁量的に決定されていくような

ことを防止する。」などと述べたあとさらに言葉

を継いで、「公共事業について、国が直接行うも

の、それは全国的な政策、計画の企画立案、また

全国的見地からの必要な基礎的、広域的な事業に

限定をし、その他の事業については地方公共団体
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にゆだねていくことを基本とする。できる限り適

切な目的を付した統合的な補助金などを交付して

地方公共団体に裁量的に実施をさせていく、そう

した考えをとっておるわけでございます。」と答

弁している。

　さらに、「従来、どうも実は地方支分部局のと

ころまでで権限がとまってしまうような議論が報

道等でもなされておりました」と述べたあと、再

び国と地方の役割分担の見直しを行うことを強調

してこの考え方を否定し、「今のまま寄せ集めら

れて、巨大な省庁にならないような努力を最大限

するという意味か」という野党議員からの確認の

質問に対し、「議員からご質問のありましたよう

な姿の官庁になっていはいけないと思う」と答え

ている。

　こうして見ると、一応、議論としては筋が通っ

たことになるが、具体的にこれをいかに実現する

かは別の問題である。この国と地方との公共事業

の仕分けという困難な仕事は、地方分権推進委員

会が押しつけられ、１０月末には第５次勧告とし

てまとめられることになっているが、建設省など

との協議はまったく進展していない。フレームづ

くりの作業には腕まくりして首相が自ら参加した

が、その中身を決める作業は審議会任せというの

は無責任すぎるのではないか。しかも、その後、

内閣が交代してしまい、推進委員会ではほとほと

困惑しているようだ。しかし、ろくでもない勧告

にしかならず、結果として巨大な国土交通省が誕

生することになるようであれば、これは阻止なけ

ればならないだろう。

総務省

 「現在の総務庁、、郵政省、自治省、公正取引

委員会という、あまり脈絡のない所掌事務を扱う

ところが一括して総務省になる印象があるが、こ

れで本当にうまくいくのか」というもっともな質

問（4.20 衆特）に対して、総務庁長官からは、

郵政関係職員を現在の国家公務員法の対象から外

すから巨大官庁とはならないというトンチンカン

な答弁があったものの、脈絡のない寄せ集め官庁

ではないかという点についてはなにも言及がなか

った。この問題については、４月 22 日の衆特で

も「自治省は総務省に統廃合されるということだ

が、どのような哲学、理念、理由あるいは必然性

でこういうことになったのか。大臣が一人で、電

波関係の国際会議に出席し、同じ人が地方自治、

地方分権、地方財政にまで目配りするというのは、

スーパーマンでなければとても無理だ」という指

摘が行われたが、小里長官からは地方自治は前進

こそすれ後退することはないという答弁しかおこ

なわれなかった。

　なお、「総務庁の仕事とは、各省行政に広くか

かわる制度の管理運営、また、政府全体の観点か

ら行われる事務で社会経済的にも重要な機能を果

たす、そういうものを担当する」との説明が小里

長官から行われた（4.22 衆特）のに対して、地

方行政ならまだわかるが、なぜ放送行政がくっつ

くのか、独禁政策がくっつくのか。どうせなら、

法務省も一緒にすれば良かったのではないか、と

の質問に対しては、「電気通信や郵政事業は２１

世紀を切り開く重要戦略分野であり、今後の急速

な発展と各分野への広範な影響がも込まれること、

あるいは産業、国土交通、科学技術等行政の各分

野に広範に関係することを踏まえて、総務省に置

いた」との説明が小里長官から行われたが、それ

なら法務省も環境省も同じことだとの再質問につ

いては、「一定の概念で整理、区分をしなければ、

限りなく大きくも出来るし中幅でおくこともでき

る。先ほどの考え方で大くくりでそういう整理を

した」という答弁に止まった。

　４月２８日の衆特でもこの問題が蒸し返された

が、橋本首相は総務省の役割として前述の小里長

官の定義を繰り返しただけである。郵政事業はな

ぜ総務省に置かれたのかの説明として、「郵政事

業に関する事務は、特定の行政の立場からではな

く、政府全体の観点から行われる必要がある。か

つまた、財務省あるいは経済産業省等、他の特定

の省に置くことは適当としない」との説明が坂野

政府委員から行われた（4.28 衆特）が、この説

明の後段は、「どこにも置けないからここにおい

た」という意味であろう。なお、重ねて、郵貯や

簡保は金融であり、なせ、これは内閣府に置かれ

る金融庁の監督にならないのかとの質問に対し、

「金融監督庁は民間金融機関を監督するものであ

り、これが金融庁に改組されても変わらない。公

的金融は国が最終的に責任を負う国営であり、お

のずから役割が違う」との説明が坂野政府委員か

らあった。それでは、力士と行司が兼ねているこ

とになるとの意見については明確な答弁はなく、

すれ違いのまま終わっている。

　また、公正取引委員会はむしろ一段上の内閣府

に置くべきではないかとの指摘（4.22 衆特）に

対して橋本首相は、「公取の機能強化には異論は

ない。しかし、それを内閣府に置くとなると、そ

の組織の性格から、逆にその強さが反対に出てし

まいはしないか。バランスをとる上で、総務省の

方がよいのではないかと思う」と答弁した。これ

は、公取の独立した職権行使に一定の枠をはめる
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という考え方なのであろうか。ただしここでは、

それ以上の議論にはならなかった。

　なお、公取、特許庁、電波監理審議会、公害等

調整委員会、海難審判庁という準司法機関を統合

する案が行革会議の最終報告にあるが、これにつ

いての法務省の見解を質したことに対し、規制緩

和の進展に伴い行政審判の機能がより重要になる

ことから、政府としてもその充実強化とその組織

のあり方を検討する。法務省はこれを支援すると

基本法５０条にかかれており、法務省としては支

援していきたいとの答があった（5.8衆特）。

出先機関

　地方支分部局、いわゆる出先機関の役割、特に

巨大化が懸念される国土交通省の出先機関の役割

についても、何度も質問が繰り返された。

　すでに紹介したように、国土交通省本省は企画

立案を行い、その実施は切り離して出先に行わせ

るというのが基本姿勢である（あとから、その前

に国と地方の役割分担を徹底的に見直すという答

弁が加えられた（6.5 参特））が、「直轄事業の

事業個所の決定等については、地方支分部局の長

が当該地域における計画に基づいて行う（4.22

衆特）」という坂野政府委員の説明に対して、地

方支分部局の長が大臣の監督を離れて勝手に個所

づけを行うとすれば問題だ、あくまでもこれは大

臣の監督の下にあるはずであって、そうだとすれ

ば企画と実施を分離すると行ったところで全体の

権限の範囲が少なくなるわけではない、という指

摘が行われた（4.22衆特）。

　さらに具体的な機能については、各地方支分部

局ごとに所要の予算を一括して配分するという仕

組みとする（小里：5.8 衆特）、地方整備局を設

置し、企画立案機能と実施機能を一体的に行う

（瓦建設相：6.8 参特）、大臣権限を大幅に地方

支分部局におろして、地域の実情にふさわしい計

画を立て、そこで事業執行が出来るように、現場

完結主義という一つの合理的な手段としての考え

方をとっている。なおまた、公共事業についても、

ブロック別の地方支分部局が事業の実質的な決定

権あるいは執行機能を有するような仕組みを考え

ていく、（小里：6.2参特）という答弁があった。

これに対して、地方側から見ると、地方出先機関

の方が割合固いことを言って、おなじことを企画

立案する本省の方が割合柔軟だというケースが

間々見られるが、その調整をどう行っていくのか、

という質問に対しては、「十分それらのことにつ

いては指導、管理をする」と小里長官は答弁した

にとどまった（6.2参特）。

　小里長官は、４月２４日の衆特において、「あ

らたに地方支分部局という組織体を物理的につく

るのではなく、現在の４省庁がそれぞれ持ってい

る出先機関を統廃合する」と説明したが、たとえ

ば中部地方では、建設局は岐阜・静岡・愛知・三

重の４県が対象であり、港湾建設局も偶然同じ。

しかし、地方航空局は静岡が東京管区、地方運輸

局は４県プラス富山・石川が入る。こういうもの

をどう整理統合していくのか、さらにいえば、農

水関係、法務省関係それぞれバラバラである。と

の指摘に対しては、「可能な限り統合してほしい

けれど、しかしながらなかなか専門的任務性とい

うものが特徴的だという議論もなされておりまし

て、そういうところは関係省と十分協議していか

なけりゃならぬ、さように思っております」と、

いたって歯切れが悪い答弁しか小里長官は行わな

かった（6.8 参特）。なお、地方出先機関の統合

については、「大蔵関係でも税務署の 524は別と

しても、それ以外に 292ある。これらが整理統合

の対象となるのであるから、多事多難である。」

といささか弱気の答弁も小里長官は行っている

（6.9参特）。

　さらに、各ブロック毎に都道府県知事あるいは

出先機関の長による総合調整を行うための組織と

して地方行政連絡会議というものが置かれている

が、これは十分活用されてはいない。地方支分部

局のあり方の見直しとあわせて、この連絡会議の

積極的な活用を検討していきたいとの説明も政府

委員から行われた（6.9参特）。

補助金

　公共事業に関する補助金については、基本法４

６条において、国が個別に補助金を交付する事業

は直轄事業に関するもの、国家的事業、先導的事

業、短期集中的に行う必要のある事業など、特に

必要がある事業に限定し、その他の事業に対する

助成については、できる限り、個別の補助金に代

えて、適切な目的を付した統合的な補助金等を交

付し、地方公共団体に裁量的に施行させる、との

規定がおかれているが、この統合的補助金の交付

は具体的にどう行うのか、地方出先機関はどのよ

うに関与するのかという質問に対して、「この補

助金の交付決定なり公布手続きに関する事務も、

可能な限り地方支分部局の長に委任していくこと

が必要であると考えている。その手続きについて

は、これから具体的な検討が進められていくもの

と考えている」との説明が坂野政府委員から行わ

れた（5.7衆特）。

　また、省庁再編に伴い、特定財源の取り扱いが
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どうなるのかとの質問に対して、瓦建設大臣は、

「道路財源を他の交通機関への安易な転用するこ

とは、受益と負担の関係を崩すことになり、納税

者の理解を得られない」、藤井運輸大臣も「適当

であるか、納税者の理解が得られるかなどを踏ま

えて、今後慎重に検討していく必要がある。ただ

し、こうしたことも踏まえながら、総合交通体系

を整備していかなければならない」と、それぞれ

答弁した（5.7 衆特）。この特別会計の問題は参

院でもとりあげられたが、橋本首相は「特別会計

を全部なくせといわれるが、目的税を全く違うこ

とに使うことを国民の了承を得ずして簡単に結論

を出すべきものではない」と答弁した（6.8 参

特）。

特別行政法人と特殊法人

　新たに設立される特別行政法人とはどのような

ものか、それは今までの特殊法人とどこが違うの

か、特別行政法人を設置することによって、これ

までの特殊法人はどうなるのかなどは誰でも抱く

疑問であるが、衆参両院においてもこの点につい

ても質問が繰り返し行われた。

　これについて、「今日の特殊法人は多種多様で

共通の業務運営上の原則がない。主務大臣の強い

事前規制を受けてはいるが、業務機関自体として

は責任体制が不明確である。また、運営が極めて

非効率で硬直的である。経営内容も不透明である。

独立行政法人とは、これらを裏返したものであっ

て、組織運営の共通のルールをつくり、明確な目

的と責任のもとに、自主的な自律的な業務の運営

ができるようにした。そういうところが大きな特

徴であり、また、企業会計の導入など弾力的な財

務運営もできるし、職員もやる気が旺盛に出てく

るし、徹底した情報公開も期待できる」旨の答弁

を小里長官は行った（4.20 衆特）。

　特殊法人がこんなにひどいものならば、まずそ

の改革が先決だと思うが、橋本首相は独立行政法

人の特徴を繰り返した後、「これらは今の特殊法

人にも求められるポイントであり、その意味で似

てくる部分もあることは否定しない。しかし、特

殊法人と、今国が実施している業務の中から独立

行政法人化していこうというものとは、おのずか

ら違いがある」旨の答弁を行った（4.28衆特）。

　基本法４３条には、国の試験研究機関の独立法

人化がうたわれているが、「農水省の試験研究機

関については、研究の効率化に資するものとなる

か等の観点を踏まえて慎重な検討が必要である」

と島村農水相は消極的な態度を示したのに対し、

谷垣科技庁長官は、「独立行政法人とは、研究機

関の多様性に即して、自律性や競争性や、自主性

や裁量性を生かしていく方向で考えたときにはこ

ういうものが必要であろうという議論である。し

たがって、制度化していく場合にも、当然そうい

うことを念頭に置いて進めなければならない」と

やや積極的な答弁を行った（4.24 衆特）。薬事

行政については、「独立行政法人とは国が自ら主

体となって実施しなければならない事務事業では

ないというのがひとつの要件であり、医薬品の承

認とは私人の権利を制限する公権力の行使にかか

わるものであり、国民の生命、健康にかかわる仕

事であるので、国自らが責任を持って対応する必

要がある」と厚生省の政府委員は答弁した（5.7

衆特）。また、国立大学について町村文相は、国

立大学が今のままで良いとは思わないが、独立行

政法人に心底馴染むものであるかどうかは、今後

さらに慎重に検討を要するものであると考える」

と答弁した（5.8衆特）。

　また、独立行政法人は、民営化の過程と考えて

いいのか、との質問に対して、小里長官は、「独

立行政法人の中にはそもそもその性質上民営化に

馴染まないと考えられるものもあれば、民営化の

方向で検討に踏み出すものもある。また、経営管

理責任者や従業員の意向を大事にしながら、また

業務の趨勢を見ながら判断する」との答弁を行っ

た（6.3参特）。

　独立行政法人の職員の身分については、「その

特別行政法人の目的、業務の性質等を総合的に勘

案して必要と認められるものについては、国家公

務員の身分を付与するものとしている」との説明

が坂野政府委員から行われた。また、この点に関

して、参考人として出席した水野前行革会議事務

局長は「独立行政法人というものを各省が進んで

やってもらうためには、この制度を相当幅のある、

公務員型もあれば非公務員型もある制度設計とし

た」との意味の説明を行っている（4.30衆特）。

　なお、郵政事業を新型公社にするというが、な

ぜ独立行政法人ではいけないのか、との質問に対

して、小里長官は「郵政公社も基本的方向性は独

立行政法人とさほど違いがない。しかし、独立行

政法人は企業性や独立採算性を前提とせず、必要

に応じて財政措置を講ずることも想定しているの

に対し、郵政事業は企業性を有し、独立採算を前

提とする企業的な経営組織とするため、新たな公

社の仕組みを適用することとした」との趣旨の答

弁を行った。これに対して、「公社の方が企業的

な運営を目指すというのにその職員は新型の国家

公務員で、企業性の少ない独立行政法人には非公

務員型もあるというのは矛盾ではないか」との質
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問が行われたが、「独立行政法人は民営化などい

ろいろなことがあるかもしれない。したがって、

両方にかけた。一方、郵政事業については公務員

がいいという世論もあった。しかし、公務員とい

う身分を保障するにしても、新しい理念、新しい

概念にもとづく公務員という形を形成することが

妥当である」との答弁があった。（4.28衆特）

　このほかにも、論議された問題はいくつもある

が（たとえば幼保一元化の問題、消費者行政、Ｏ

ＤＡ等々）が、とりあえず、前国会議事録の点検

は、ここまでとしたい。　　　　　　　　　■

１９９７年度事業報告ならびに会計収支報告

　去る８月６日の第１９回定時総会におきまして、１９９７事業年度（１９９７年７月～９８年６月）の

事業報告ならびに決算が承認されましたので、ご報告いたします。

１９９７事業年度

社団法人行革国民会議事業報告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１９９８年８月６日

第１９回定時総会

　１９９７事業年度（１９９７年７月１日から９８年６月３

０日まで）における社団法人行革国民会議の活動は次の通り

である。

１　第１７回総会の開催

　１９９７年８月５日、第１７回総会を開催し、９６年度決

算の承認と１９９７年度民間版行革白書（後述）の決定を行

なった。

　なお、総会議事終了後、民営化研究会がとりまとめた「郵

政３事業改革への提言」と「国鉄改革の仕上げに向かって」

の２つの報告書をもとに、討論会を開催した。

２　第１８回総会の開催

　１９９８年６月２４日、第１８回総会を開催し、９８年度

予算・事業計画の決定ならびに役員改選を行った。

　総会終了後、自民党行革推進本部の柳沢伯夫事務局長から

「これからの行革の課題と戦略」について話を伺ったあと、

意見交換を行った。

３　第１３回民間版行革白書「この１年間の行革の

歩み」の発表

　９７年８月５日の第１７回総会において、１９９７年度民

間版行革白書を承認し、公表した。この白書は、行革国民会

議の行革関連新聞記事データベースから、主要項目毎に記事

を検索し、それを年表形式にまとめ、簡単なコメントをつけ

たものである。１９８４年の「行革の進捗状況の採点表」の

発表から数えて１３回目になり、また、１９８８年に現在の

形式になってからも１０回めの発表となる。

４　民営化研究会報告：「郵政３事業の改革につい

て」「国鉄改革の仕上げに向かって」を発表

　郵政３事業改革ならびに旧国鉄長期債務処理問題について

緊急提言を行うため、９７年６月、民営化研究会を組織して

緊急提言のとりまとめに入り、８月５日の第１７回総会にお

いて発表した。

　その後、行革会議の中間報告が９月３日に出されたあと、

議論が後退していく情勢となったので、１０月１日、改めて

意見をとりまとめ、行革会議に提出した。

５　会員討論会の開催

　国民会議として議論しておくべき重要テーマについて、以

下の通り会員討論会を行った。

　８月　５日　「郵政３事業改革」「旧国鉄長期債務処理問

　　　題」について、民営化研究会の報告をもとに討論

　９月２４日　「情報公開法案について」

　　　政府で準備中の情報公開法案について、問題点などを

　　　めぐって意見交換。情報公開法制定推進会議と共催

１０月２９日　「英国労働党政権下の行政改革について」

　　　竹下　譲神奈川大学教授が最近の状況について報告

１１月２７日　「財政再建と景気対策」

　　　賀来景英大和総研副理事長が報告し、そのあと討論

　１月２６日　「次期年金改正の課題」

　　　山崎泰彦上智大教授が報告し、そのあと討論

　４月　３日　「これからの医療改革のあり方について」

　　　丹羽雄哉与党医療保険制度改革協議会座長を招いて、

　　　意見交換

　６月２４日　「これからの行革の課題と戦略」

　　　柳沢伯夫自民党行革推進本部事務局長を招いて、意見
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交換

　このほか、後掲の「市民立法機構」の第２回総会（９８年

５月２９日）には、国民会議の会員にも参加を呼びかけた。

６　情報公開法制定推進会議の活動

　行政改革委員会で情報公開法案の検討が行われることとな

ったのに対応して、国民会議では、これまで制定をめざして

運動を続けてきた市民グループとの連携を深めるため、各界

の参加を得て、９４年１０月２４日、「情報公開法制定推進

会議」を結成し、行政改革委員会行政情報公開部会の検討状

況について、常時フォローを続けてきた。

　行革委員会によって要綱案がとりまとめられたあと、政府

部内で法案作成が行われている９月２４日、国民会議と推進

委員会合同の意見交換会を開催し、さらに政府の作業を監視

していくことを申し合わせた。

７　パイロット自治体会議の運営

　９４年１月に結成された「パイロット自治体会議」は、第

２次応募の自治体からの参加も得て１９市町村の首長で構成

され、国民会議が事務局を引き受けて会合を続けてきている。

　最近では、地方分権推進委員会の活動を市町村の立場から

見守り、審議に参加している委員や事務局との意見交換を中

心とする活動を行っている。

８　地方主権全国フォーラムの開催

　９２年１０月のいわき市の開催ではじまった地方主権全国

フォーラムはほぼ半年に１回の割合で榛南、八戸と続き、９

４年７月１－２日、柏崎市で第４回を重ねるにいたった。

柏崎のあと一時企画が中断したが、９５年１０月に帯広にお

いて第５回フォーラムが開催され、第６回フォーラムについ

ては、９７年７月５日に新潟県清里村で開催された。

９　「市民立法機構」の設立

　改革をめざす多くのグループの連係を図るとともに、それ

を具体的なシステム改革に結びつけていく工夫が痛感されて

いる。９５年秋頃より、そうした具体的な組織として「市民

立法機構」を設立する構想を国民会議と全国市民運動センタ

ーと共同で進めてきたが、９６年７月１９・２０日、神奈川

県湘南国際村において有志による集中ブレーンストーミング

の会合を経て、１１月２２日には設立準備会、９７年５月９

日には設立総会を開催し、活動を開始した。

　初年度の活動としては、ＮＰＯ法や情報公開法、自治基本

法などの議論を側面からトレースするとともに、リターナブ

ル瓶の普及問題、男女共働社会のための税・社会保険制度改

革、寄付税制のあり方について、研究を開始した。

１０　研究会の発足

　国民会議としての意見をとりまとめるために、研究会を発

足させた。

①　民営化研究会（座長：鈴木良男旭リサーチセンター社

長）

　　郵政３事業の民営化、旧国鉄債務処理問題を検討するた

め９７年６月に発足、８月５　日には報告書をまとめて公表

した。さらに、１０月１日には、行革会議に対して、中間報

告から後退すべきではない旨の意見を提出した。

②　連邦制研究会（座長：恒松制治当会代表）

　　国民会議では、９０年１１月に「地方主権の提唱」、９

４年４月には「日本連邦基本構想」「地方財政改革試案」を

発表したが、これらの議論をさらに包括した構想をまとめる

ために、９８年５月、連邦制研究会を発足させた。

③　男女共働社会研究会（座長：袖井孝子お茶の水大学教

授）

　　男女共同参画型社会の実現のための税制・社会保障制度

の検討というテーマは市民立法機構の課題となっているが、

これに協力するため、９７年１２月、国民会議内に表記研究

会を設置し、検討を開始した。

１１　行革関連新聞記事データベースの作成

　１９８１年の臨調発足以来、新聞記事のクリッピングを行

っているが、そのデータベース化を８７年１２月から開始し、

９８年６月末で１０年半分の蓄積となった。その一部は年表

形式に整理して、毎年、「民間版行革白書」として発表して

いる。

１２　国民会議ニュースの発行

　国民会議の機関紙である「Citizens Forum for Renewal」

は、月刊で発行しているが、９８年５・６月合併号で９５号

となった。

１３　インターネットにホームページの開設準備

　インターネットにホームページを開設する準備を進め、ア

ドレスは

         http://www.mmjp.or.jp/gyoukaku

と決定した。ただし、９７年度はその中身の整備まで手がま

わらなかった。

１４　その他の日常活動

　民間の立場から行革全般に対してウオッチしている専門組

織として、行革国民会議にたいする新聞・雑誌等の取材は多

い。とくに官僚批判や地方分権に関するものが多い。

１５　会員ならびに役員

　１９９８年６月３０日現在、個人会員は１１１名、維持会

員は９３社（団体）である。　　　　　　　　　　　　以上
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１９９７年度会計収支決算書

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　自　１９９７年７月　１日

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　至　１９９８年６月３０日

（１）収入の部
　　　　勘　定 科　目 予　算　額 　　　決　算 額 　差　異

大　科　目 中　科　目 大　科　目 中　科　目

会費収入 29,100,000 24,988,000 -4,112,000

正会員会費 1,100,000 888,000 -212,000

維持会員会費 28,000,000 23,900,000 -4,100,000

未収金 0 200,000 200,000

事業収入 7,000,000 6,343,096 -656,902

受託費収入 7,000,000 63,343,098 -656,902

寄付金収入 0 3,168,817 3,168,817

寄付金収入 0 3,168,817 3,168,817

繰越金収入 88,559 1,053,723 965,164

繰越金収入 88,559 1,053,723 965,164

利息収入 0 5.332 5.332

利息収入 0 5.332 5.332

雑収入 0 75,000 75,000

雑収入 0 75,000 75,000

収入の部の合計 36,188,559 35,633,970 35,633,970 -554,589

（２）支出の部
　　　　勘　　　定 　科　　　目 予　算　額 決　　算 　　額 差　異

　　大　科　目 　中　科　目 大　科　目 中　科　目

【事業費】 13,400,000 11,685,763 -1,714,237

会議費 1,500,000 1,177,516 -322,484

シンポ開催費 500,000 613,256 113,256

総会・理事会 500,000 311,162 -188,838

地方連絡会 500,000 253,098 -246,902

調査研究費 8,600,000 8,222,688 -377,312

調査研究費 5,300,000 4,973,632 -326,368

データ入力 3,300,000 3,249,056 -50,944

会報発行費 1,000,000 849,463 -150,537

会報発行費 1,000,000 849,463 -150,537

資料購入費 300,000 279,096 -20,904

資料購入費 300,000 279,096 -20,904

市民立法協力費 2,000,000 1,157,000 -843,000

市民立法協力費 2,000,000 1,157,000 -843,000

【管理費】 22,650,000 21,888,296 -761,714

事務所経費 5,300,000 4,921,547 -378,453

事務所経費 5,300,000 4,921,547 -378,453

人件費 17,000,000 16,885,815 -114,185

人件費 17,000,000 16,885,815 -114,185

什器備品 200,000 47,040 -152,960

什器備品 200,000 47,040 -152,960

雑費 150,000 33,894 -116,106

雑費 150,000 33,894 -116,106

退職金引当金 0 0 0 0

予備費 100,000 0 0 -100,000

会費未収処理 0 300,000 300,000 300,000

次期繰越金 38,559 1,759,911 1,759,911 1,721,352

支出の部の合計 36,188,559 35,633,970 35,633,970 -554,589

【事務局より】

１　８月の総会講演録などを 載

せようとしたため、ニュースの

発行が半月遅れ、結局、８・９

月合併号となってしまったこと

をお詫びいたします。

フランスでは、月刊誌は１年に

１０冊発行で、６・７月と８・

９月が合併号となっているとの

ことですが、事務局がフランス

なみに長期バカンスを楽しんで

いたわけではありませんので、

ご了承ください。

２　かねてから懸案のホームペ

ージを立ち上げました。アドレ

スは、
http://www.mmjp.or.jp/gyoukaku

です。

中身は、ニュースとかこれまで

の報告書や年表などのほか、新

聞記事索引のデータベースもの

せてあります。まだスペースの

余裕がありますので、会員のペ

ージを設け、会員各位のページ

を開く場も設ける予定です。ご

関心のある方は、ご一報くださ

い。

３　会員懇談会は、公共事業を

テーマにして開きたいのです

が、なかなか適当な人がいませ

ん。ご案内まで、もう少しお待

ちください。
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